
Q35. 理事会に欠席した理事の責任はどうなりますか。 

現理事で、理事会に出席するつもりだったが、急に主張等の都合で出席出来ず、また書面

議決書も提出しなかった場合、理事会の決定事項については賛成したものとみなされます

か。或いは無関係とみなされますか。もし賛成したものとみなされるならば、反対の意思

表示をしない限り出席しようが、欠席しようが同様であるとの解釈になるのではないでし

ょうか。 

 

【Answer】 

理事会に欠席した者は、決定事項について賛成したものとは看なされず、したがって、そ

の決定の段階までは責任はありません。 

しかし、理事は、組合の業務について、総合監視の責任があり、理事会が開催されたこと、

また当該決定がなされたことを知っていながら、決定から執行までの段階で、これを止む

べき何らの措置をとらなかったときは、理事としての一般的任務懈怠の責任は免れ得ませ

ん。 

 


